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事 業 所 税 申 告 の 手 引 
（ 概 要 版 ） 

  
※詳細版は、ホームページからダウンロードできます。 

 
１ 事業所税の概要 
 

事業所税は、道路、公園、下水道、教育文化施設などの都市環境の整備・改善に要する費用に

充てるために設けられた目的税です。 

 

項   目 資  産  割 従 業 者 割 

納税義務者 事業を行う法人又は個人 

課 税 標 準 
事業所床面積 

（借り受けている分を含みます。） 

従業者給与総額 

（賞与を含み、退職金は除きます。） 

税   率 １㎡につき６００円 １００分の０.２５（０．２５％） 

税   額 事業所床面積×６００円 従業者給与総額×０．２５％ 

申 告 義 務 
京都市内の合計事業所床面積 

８００㎡以上 

京都市内の合計従業者数 

８０人以上 

免 税 点 

京都市内の合計事業所床面積 

（非課税部分を除く。） 

１,０００㎡以下 

京都市内の合計従業者数 

（非課税に係る方を除く。） 

１００人以下 

課税標準の 

算 定 期 間 

法  人 ……… 事 業 年 度 

個  人 ……… １月１日～１２月３１日（原則） 

納 付 方 法 申   告   納   付 

申告納付の 

期   限 

法  人 ……… 事業年度終了の日から２月以内 

         (申告期限の延長の制度はありません。) 

個  人 ……… 翌年の３月１５日まで 

 
２ 納税義務者等 
 
⑴ 事業所税の納税義務者 

事務所又は事業所（以下「事業所等」といいます。）において、事業を行っている法人（清算

中の法人を含みます。）又は個人です。 

⑵ 貸しビル等の全部又は一部を借りて事業を行う場合 
当該事業を行う方が納税義務者となります。 

したがって、貸しビル等の貸主の方は当該貸付部分（空室部分も含みます。）についての納税

義務者となりません。 
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⑶ 法律上事業所等において事業を行うとみられる方が単なる名義人であって、他の方が事実上

当該事業を行っていると認められる場合 

   事実上事業を行っている方が納税義務者となります。（実質課税の原則） 
⑷ 共同事業を行う場合 

   各共同事業者の課税標準は個々に算定して申告することになりますが、各々連帯納税義務

が課されます。 
⑸ 特殊関係者（親族その他の特殊の関係のある個人又は同族会社など）を有する方の事業と、

その特殊関係者の事業が同一家屋内で行われている場合 

   その特殊関係者の事業は特殊関係者を有する方との共同事業とみなされ、各々連帯納税義

務が課されます。 
 

３ 課税標準 

⑴ 課税標準の算定期間 

法人 ……… 事業年度 
個人 ……… 原則として１月１日から１２月３１日までの期間 

⑵ 資産割 

資産割の課税標準は、課税標準の算定期間の末日現在における京都市内の各事業所床面積

です。ただし、課税標準の算定期間の中途に新設又は廃止した事業所も含みます。 
⑶ 従業者割 

従業者割の課税標準は、京都市内の各事業所等において課税標準の算定期間中に支払われ

た又は支払われるべき従業者給与総額です。 
  従業者給与総額には未払金・未払費用として経理された給与等の額も含みます。 

 

４ 免税点 

⑴ 免税点の判定 

免税点の判定は資産割及び従業者割のそれぞれについて別々に行います。したがって、い

ずれか一方が免税点を超える場合は、そのいずれか一方が課税されます。 

⑵ 資産割 

市内の各事業所等の事業所床面積の合計面積が １，０００㎡以下 の場合 

(非課税規定の適用に係る事業所床面積は除きます) 

⑶ 従業者割 

市内の各事業所等の従業者の合計数が １００人以下 の場合 

(障害者及び65歳以上の者並びに非課税規定の適用がある施設に勤務する者は除きます) 

 

◆ 免税点の判定は、課税標準の算定期間の末日現在の現況において行います。 

免税点を超えると、超えた部分だけでなく、事業所床面積・従業者給与総額のすべてが課税

の対象となります。 

◆ 課税標準の特例適用がある場合は、免税点の判定は特例適用前の事業所床面積で行います。 

◆ 休止施設がある場合は、免税点の判定は休止施設を含めた合計面積で行います。 
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５ 申告納付 

⑴ 事業所税の申告 

区 分 申告の必要な場合 

納付申告 

次のいずれかに該当する場合 

・ 京都市内の事業所等の床面積の合計が１，０００㎡（免税点）を超える場合 

・ 京都市内の事業所等の従業者数の合計が１００人（免税点）を超える場合 

 ※ 免税点の判定は、課税標準の算定期間の末日の現況で行ってください。 

免税点以下 

の申告 

次のいずれかに該当する場合 

・ 法人にあっては前事業年度に、個人にあっては前年に、事業所税の納付すべ

き税額があった場合 

・ 京都市内の事業所等の床面積の合計が８００㎡以上の場合 

・ 京都市内の事業所等の従業者数の合計が８０人以上の場合 

⑵ 申告納付の期限 

区 分 申告納付の期限 

法 人 

事業年度終了の日から２月以内（事業年度終了の日の翌日から申告できます。） 

 ※ 法人税において、申告期限が延長された場合であっても、事業所税の申告期

限は延長されませんので御注意ください。 

個 人 
翌年の３月１５日（年の中途で事業を廃止した場合はその廃止の日から１月以内、

事業の廃止が納税義務者の死亡による場合はその死亡の日から４月以内） 

※期限後に申告納付される場合は、延滞金及び不申告加算金が課されます。 

６ 非課税、課税標準の特例、減免 

事業所税の創設の趣旨、目的等からみて事業所税を非課税、もしくは軽減すべきと考えら

れるものについて、非課税、課税標準の特例、減免の措置を講じています。 
該当するものは、京都市ホームページに掲載している「事業所税申告の手引（詳細版）」を

参照してください。 
 

７ その他の申告 

⑴ 事業所等の新設又は廃止の申告 

京都市内で事業所等を新設又は廃止した方は、新設又は廃止した日から１月以内に法人市

民税の「法人等設立・解散・変更届出書」又は事業所税の「事業所等の新設又は廃止の申告

書」による申告が必要です。 
⑵ 事業所用家屋の貸付状況等の申告 

京都市内で事業所用家屋の全部又は一部を他に貸し付けている方で、次のような場合には、

貸し付けた日から１月以内に、「事業所用家屋の貸付状況等の申告書」及び「貸付状況明細書」

の提出が必要です。また、貸付申告した内容に変更があった場合も同様です。  
① 事業所税の納税義務者に対して、１棟の床面積が５００㎡以上の家屋を貸し付けた場合 
② １貸付先に対して、床面積が３００㎡以上の家屋（２以上の計を含みます。）を貸し付け

た場合 
③ その他市長が特に必要と認めた場合  
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⑧編集・発行 京都市市税事務所 事業所税担当 


